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パワハラの実態調査の内容
　2020年10月に厚生労働省が実施した「職
場のハラスメントに関する実態調査」によると、
過去3年間にパワハラを受けたことがあると回
答した労働者は31.4％でした。また、受けたパ
ワハラの内容は、以下のとおりです。

　男女別でみると、「過大な要求」の割合は男性
の方が女性より高く、「人間関係からの切り離
し」や「個の侵害」の割合は女性の方が男性よ
り高くなっています。

防止措置の義務化
　これまで中小企業において努力義務とされ

てきた、企業がパワハラを防止するために講ず
べき次の4つの措置が、2022年4月から義務
化されます。設置を講じていないものがあれば、
早めに準備を進めましょう。

①事業主の方針の明確化とその周知・啓発
　パワハラを行ってはならない旨の方針を明確
化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対
象になることを就業規則等に定め、従業員に周
知する。

②相談に応じて適切に対応するために必要な 
　体制の整備
　相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口
担当者が、内容や状況に応じて適切に対応でき
るようにする。

③パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
　事実関係を迅速かつ正確に把握するととも
に、事実関係の確認ができた場合には、速やか
に被害者に対する配慮のための措置および行
為者に対する措置を適正に行う。また、再発防
止に向けた措置を講ずる。

④併せて講ずべき措置
　プライバシーを保護し、不利益な取扱いがさ
れないこと等を定め、従業員に周知する。

2022年4月より中小企業で
義務化されるパワハラ防止措置
職場におけるパワーハラスメント（以下、パワハラ）の防止措置が2022年4月より、中小企業に
おいても義務化されます。そこで、厚生労働省による職場におけるパワハラの実態調査結果と、
義務付けられる防止措置の内容をとり上げます。

　従業員の責務として、ハラスメント問題への関心と理解を深め、他の従業員（取引先等の他社
の従業員や求職者も含む）に対する言動に注意を払うことや、会社が講じる雇用管理上の措置に
協力することが法律上明確化されています。今後、パワハラ防止研修を行うこと等により、パワハ
ラの予防に向けた取組が求められます。
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2020 年の 11 月に 15 年ぶりに上田市に帰ってきて、早いものでもう 1 年が経過しました。 

  

最初のうちは、過去の記憶と照らし合わせ、こんなところにお店が出来たのか！ あそこのお店は

なくなったのかな？ など感慨深いものもありましたが、半年もするとたいした気づきもなく、何も感じ

なくなってきておりました。 

 

 そんなある日、コロナで外出もできないため、散歩にでも行こうかと私の通っていた小学校までの

道を、妻と久しぶりに歩いてみようということになりました。 

 小学生の時に 20 分～30 分程度で着いていた距離でしたので、ちょうどいいかと家を出たのです

が、いざ歩き始めると、 

 

・この道こんなに狭かったんだ 

・こんなところに新しい家が建ったんだ 

・この木も大きくなったな～ 

 

といった新しい発見や、 

 

・家を出てすぐのあそこでこんな遊びをしていた！ 

・この道で友達とあんなことを話しながら帰っていたな 

・あそこの川で転んでケガしたな～(笑) 

 

など、様々な記憶がよみがえってきて、思い出話に道草を食っていたら、気づけば往復で 

2 時間がたっており、新鮮なことがあると時間は拡張し、長く感じるというのは本当だなと、改めて 

実感した散歩でした。 

 

最近の脳科学では、通勤経路を少し変えるだけでも脳に刺激があり、アクティブな生活ができる

ようになるということが分かっているようです。 

 

皆様も、なんか最近一日が早いなと思ったら、通勤経路を時々変えてみたり、普段歩かないよう

な場所を歩いてみてはいかがでしょうか。 

 

かく言う私も冒頭で書いた通り、2021 年は早く過ぎ去ってしまいました。 

2022 年は、今年も一年早かったではなく、今年は一年長かったと言える日々を送っていければ

と思います。 




